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学  則 

１ 事業者の名称及び 

  所在地 

  営業日及び営業時間 

株式会社日本教育クリエイト 

東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト  

平日 9：00～17：45（年末年始・夏季休暇あり） 

２ 研修の名称及び形式 介護職員初任者研修 （ 通信 ） 

３ 事業者が用いる研修 

  の名称 

三幸福祉カレッジ 

介護職員初任者研修 

４ 研修責任者名 伊藤 誠 

５ 研修の目的 

 

 

介護業務に従事する者が、基本的な介護業務を行うために必要な

知識及び技術並びにこれを活用して介護業務を行う際の考え方を

身につけることができるようにすることを目的とする。 

６ 開講時期及及び 

  修業年限 

開講時期：随時 

修業年限：開講日より８ヶ月以内 

７ 受講資格及び定員 

 

介護業務に従事することを希望する者、従事することが確定して

いる者、または既に従事している者とする。 

定員：20名 

８ 研修参加費用 

・受講料 

・テキスト代 

・その他必要な経費 

【2024年 4月以降に開催するクラスの受講料】 

合計 45,000円（税別） 

（内訳）受講料       38,523円 

テキスト代      6,477円 

９ 使用教材（テキスト） 

※副教材を含む。 

テキスト名：介護職員初任者研修テキスト 

出 版 社：長寿社会開発センター 

10 研修カリキュラム ※研修日程表 

※研修区分表（通信の方法の場合） 

※通信学習の科目別レポート提出期限整理表 

11 研修会場の名称及び 

  所在地 

1、三幸福祉カレッジ佐賀校 

  佐賀県佐賀市駅前中央 1-9-45 大樹生命佐賀駅前ビル 4階 

2、武雄市老人センター長寿園 

  佐賀県武雄市北方町大字志久 1557番地 

3、社会福祉法人東方会 

  佐賀県伊万里市二里町大里乙 3602番地 1 

4、社会福祉法人ナイスランド北方 

  佐賀県武雄市北方町大字志久 4641-26 

5、社会医療法人祐愛会 

  佐賀県鹿島市大字高津原 4306 
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  面接指導を実施する 

  期間における講義室 

  及び演習室の場所 

1、三幸福祉カレッジ佐賀校 

  佐賀県佐賀市駅前中央 1-9-45 大樹生命佐賀駅前ビル 4階 

2、武雄市老人センター長寿園 

  佐賀県武雄市北方町大字志久 1557番地 

3、社会福祉法人東方会地域交流相談スペースだいこく SUN 

  佐賀県伊万里市二里町大里乙 3602番地 1 

4、杏花苑研修棟 

  佐賀県武雄市北方町大字志久 4528-15 

5、鹿島介護予防センターゆうあい吹上荘 

  佐賀県鹿島市大字高津原 362-1 

 

12 科目ごとの担当講 

  師名一覧 

※別紙添付 

13 見学及び実習施設 

一覧※実習を行う場合

のみ 

※別紙添付 

 

14 受講者募集手続 

 

 

1、受講申込み予約の電話をいれていただく。→席を確保。 

2、受講申込書（申込書様式）を送付していただく。 

3、申し込み者に対し受講案内および受講料振込用紙を送付。受講

料振込の案内を書面にて通知。 

（８日以内に教材等返却の場合は申込解除とし、クーリング 

オフができる。） 

4、お振込いただき、受講手続きを完了とする。 

5、入校オリエンテーションの際に、健康保険証等にて、受講者本

人確認を行う。 

15 科目の一部の免除の 

取扱いとその手続 

佐賀県で定められた介護員養成研修事業指定基準に従い、指定の

免除申告書類及証明書類の提出をもって免除を認める。 

16 通信学習の実施方法 

  ア 学習方法 

  イ 添削指導及び面 

接指導の実施方法 

  ウ 評価方法 

  エ 通信の方法によ 

って行う地域 

 

 

ア 学習方法 

1、開講日前までにテキストと課題を自宅へ郵送。 

2、テキストを勉強後、４回分の課題を各指定の締切日までに提

出。 

3、基準点７０点を下回った場合は、基準点を満たすまで再提出。 

イ 添削指導及び面接指導の実施方法 

 受講生は質疑等がある場合、ファクシミリ又は郵送にて、質問

票を送付し、講師が回答後、ファクシミリ又は郵送にて返送す

る。 

ウ 評価方法 

 受講生が提出した課題を講師が採点 

基準点７０点以上で合格 

エ 通信の方法によって行う地域 
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原則、佐賀県とする。 

ただし、他県において、受講生が受講を希望する場合は、その

限りではない。 

17 研修修了者の認定方法

（修了評価の実施方法等） 

修了筆記試験については６０分の試験時間で実施。筆記試験によ

る修了評価にて最低合格点(７０点以上)の得点を得た者について

修了を認定する。 

最低合格点に満たなかった者に対しては、佐賀県内で三幸福祉カ

レッジが実施する別クラスへの（基準点に満たなかった該当項目

又は該当科目の授業のみ）振替受講により補講を行い、再度筆記

試験を行うものとする。 

【修了筆記試験受験要件】 

下記の 1～4全ての用件を満たしていること。 

1、三幸福祉カレッジの通信課題（全４回）全てを最低合格点 

（７０点以上）を満たし合格していること。 

※最低合格点を満たしていない場合は、最低合格点を満たすまで

再提出をすること。 

2、佐賀県で定める介護員養成研修介護職員初任者研修課程のカリ

キュラムを全て受講していること。 

※欠課項目（又は科目）がある場合は、振替等により補うこと。 

 

3、「⑨こころとからだのしくみと生活支援技術」の項目時に行う

介護に必要な基本的知識の理解度及び生活支援技術の習得状況

の評価にて、最低合格点（７０点以上）を満たし合格している

こと。 

※最低合格点を満たしていない場合は、佐賀県内で三幸福祉カ

レッジが実施する別クラスへの（基準点に満たなかった該当項

目又は該当科目の授業のみ）振替受講により補講を行い、最低

合格点を満たすまで、再評価を受けること。 

 

18 研修欠席者の取扱い 

※遅刻者及び早退者の

取扱いを含む。 

「17 研修欠席者の取扱い」同様とする。 

19 補講の取扱い 

（実施方法及び費用の

有無等） 

受講の意欲が著しく低いと三幸福祉カレッジが判断する場合、ま

た迷惑行為等を行った場合は、受講の取消しを行う場合がある。 

 

20 受講の取消し 

 

前述の研修修了者の認定方法（修了評価の実施方法等）に従い修

了認定を受けた者について、佐賀県介護職員初任者研修実施要綱

第 8 条に規定する修了証明書及び修了証明書（携帯用）を交付す

る。 
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21 修了証明書の交付 

 

 

研修修了者の名簿は三幸福祉カレッジにて永年保管する。ただし、

受講者の名簿、出席状況及び成績に関する書類、講師に関する書

類、実習修了証明書は、研修が修了した日から起算して３年間の

保管とする。 

22 研修修了者の名簿の 

管理 

 

 

受講者の個人情報については、三幸福祉カレッジの個人情報保護

方針に基づき管理するものとする。 

※プライバーシーポリシー 

23 受講者の個人情報の 

取扱い 
研修事業は当社三幸福祉カレッジ天神校で行う。 

福岡県福岡市中央区天神 1-13-21 天神商栄ビル 7階 

TEL ０９２-７３７-６３７３ 

24 研修の実施担当部署 この学則に必要な細則並びに、この学則に定めのない事項で必要

があると認められる時は、当社がこれを定める。 

25 その他研修実施に係る

留意事項 

 

 

 


